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議案第５号 

 

八戸市立公民館長の任命について 

八戸市立公民館長に別紙の者を任命する。 

 

令和４年３月25日 提出 

 

                    八戸市教育委員会 

教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

八戸市立公民館長を任命するためのものである。 
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公 民 館 氏 名 

小 中 野 公 民 館 奥
お く

 山
や ま

 二三夫
ふ み お

 

白 銀 公 民 館  西久保
に し く ぼ

 雅
ま さ

 庸
の ぶ

 

鮫 公 民 館 島
し ま

 脇
わ き

 通
み ち

 保
や す

 

上 長 公 民 館  奥
お く

 寺
で ら

 健
け ん

 二
じ

 

柏 崎 公 民 館  正部家
し ょ う ぶ け

 光
み つ

 彦
ひ こ

 

大 館 公 民 館  髙
た か

 橋
は し

 芳
よ し

 久
ひ さ

 

下 長 公 民 館  名久井
な く い

   明
あきら

 

吹 上 公 民 館  永
な が

 渕
ぶ ち

 律
り つ

 子
こ

 

湊 公 民 館 大久保
お お く ぼ

 伸
の ぶ

 夫
お

 

是 川 公 民 館  石
い し

 橋
ば し

 恒
つ ね

 則
の り

 

館 公 民 館 下斗米
し も と ま い

 友
ゆ

理子
り こ

 

根 城 公 民 館  西
に し

 舘
だ て

 尚
な お

 美
み

 

三 八 城 公 民 館 三
み

 浦
う ら

 勝
か つ

 美
よ し

 

江 陽 公 民 館  田
た

 邊
な べ

   隆
たかし

 

長 者 公 民 館  大
お お

 橋
は し

 永
え い

 治
じ

 

田 面 木 公 民 館 三
み

 浦
う ら

 和
か ず

 壽
と し

 

市 川 公 民 館  金
か ね

 濱
は ま

 金
か ね

 光
み つ

 

南 浜 公 民 館  福
ふ く

 士
し

 政
ま さ

 子
こ

 

根 岸 公 民 館  荒
あ ら

 木
き

 興
こ う

 一
い ち

 

白 銀 南 公 民 館 小
こ

 玉
だ ま

 吉
よ し

 美
み

 

東 公 民 館 小
こ

 泉
いずみ

 孝
こ う

 一
い ち

 

白 山 台 公 民 館 嶋
し ま

 津
づ

   明
あきら

 

南 郷 公 民 館  木
き

 村
む ら

 明美
あ け み

智
ち

 

 

任期は、令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までとする。 
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議案第６号 

 

   八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館長の任命について 

 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館長に別紙の者を任命する。 

 

  令和４年３月25日 提出 

 

                    八戸市教育委員会 

                     教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館長を任命するためのものである。 
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氏  名 工藤
くどう

 朗
あきら

 

 

   任期は、令和４年４月１日から令和５年３月31日までとする。 
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議案第７号 

 

八戸市南郷歴史民俗資料館長の任命について 

八戸市南郷歴史民俗資料館長に別紙の者を任命する。 

 

令和４年３月25日 提出 

 

                    八戸市教育委員会 

教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  八戸市南郷歴史民俗資料館長を任命するためのものである。 
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氏  名 竹
たけ

洞
ほら

 一則
かずのり

 

 

   任期は、令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までとする。 
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議案第８号 

 

八戸市奨学金条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

八戸市奨学金条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

 

  令和４年３月 25 日 提出 

 

                   八戸市教育委員会 

                    教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  連帯保証人の資格について規定するとともに、第１種特別奨学金の当然免除要件等に係る

規定の整備その他所要の改正をするためのものである。 
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八戸市奨学金条例施行規則の一部を改正する規則 

 

第１条 八戸市奨学金条例施行規則（平成23年八戸市教育委員会規則第５号）の一部を次の

ように改正する。 

第９条第１項中「誓約書」を「誓約書兼同意書」に改め、同条第２項中「奨学金借用証書」

を「奨学金借用証書兼同意書」に、「奨学金償還明細書」を「奨学金償還計画書」に改める。 

第17条第１項第６号中「保証人変更届」を「連帯保証人等変更届兼同意書」に改める。 

別記第５号様式中「第７条」の次に「、第８条」を加え、「、選考の結果」を削り、 

「２ 決 定 番 号                 第   号」を 

「２ 奨 学 金 の 種 類                      」に改める。 

別記第６号様式中「、選考の結果」を削り、 

「２ 予 約 番 号                 第   号」を 

「２ 奨 学 金 の 種 類                      」に改め、 

「注 採用予約者については、進学予定校に入学後、速やかに入学を証する書類を提出してください。」 

を削る。 

別記第７号様式から別記第９号様式までを次のように改める。 
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第７号様式（第９条関係）

 

誓約書 兼 同意書 

 
１ 八戸市奨学金を受けるに当たり、八戸市奨学金条例及び同条例施行規則に従い、奨学金の

償還（返還の場合を含む。以下同じ。）の義務が生じた際には、本人及び連帯保証人等（連

帯保証人及び保証人をいいます。以下同じ。）が責任を持って償還することを誓約します。 

２ 本人又は連帯保証人等と連絡が取れない場合は、教育委員会が住所等を調査することに同

意します。 

３ 期限までに償還しない場合は、本人及び連帯保証人等の勤務先、資産、収入等について、

教育委員会が官公庁、金融機関等の関係する団体、法人又は個人に対し調査等を行い、当該

調査等の依頼を受けた者がこれに回答することに同意します。 

 
 

年   月   日  

 （あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

本   人 住所 

 

 

氏名（署名） 

 

 

 

連帯保証人 住所 

 

 

氏名（署名）                   

 

 

 

保 証 人 住所 

 

 

氏名（署名）                   

 

 

 

 

※ 連帯保証人等の押印する印鑑は実印とし、印鑑登録証明書を添付すること。 

※ 別紙の様式による本人・連帯保証人等状況書を添付すること。 
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（別紙） 

本人・連帯保証人等状況書 

本人 

ふ り が な 

氏 名 
 生年月日 年  月  日 

本 籍  

住 所 
〒 

電話番号 
自宅 携帯 

学校・学部・ 

学科の名称 
第  学年 

 

連帯保証人 

ふ り が な 

氏 名 
 

生 年 月 日 年  月  日 

本人との続柄  

本 籍  

住 所 
〒 

電話番号 
自宅 携帯 

勤 務 先 

名称（自営業の場合は職業） 電話番号 

所在地 〒 

 

保証人 

ふ り が な 

氏 名 
 

生 年 月 日 年  月  日 

本人との関係  

本 籍  

住 所 
〒 

電話番号 
自宅 携帯 

勤 務 先 

名称（自営業の場合は職業） 電話番号 

所在地 〒 
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第８号様式（第９条関係）

 

 

奨学金借用証書 兼 同意書 
 

 

金              円 

 

１ 八戸市奨学生として上記金額を借用したので、八戸市奨学金条例及び同条例施行規則に従い、奨

学金償還計画書のとおり、滞りなく償還します。 

２ 本人又は連帯保証人等（連帯保証人及び保証人をいいます。以下同じ。）と連絡が取れない場合

は、教育委員会が住所等を調査することに同意します。 

３ 期限までに償還しない場合は、本人及び連帯保証人等の勤務先、資産、収入等について、教育委

員会が官公庁、金融機関等の関係する団体、法人又は個人に対し調査等を行い、当該調査等の依頼

を受けた者がこれに回答することに同意します。 

 

年   月   日  

（あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

 

本   人 住所 

 

 

氏名（署名） 

 

 

 

連帯保証人 住所 

 

 

氏名（署名）                   

 

 

 

保 証 人 住所 

 

 

氏名（署名）                   

 

 

 

※ 連帯保証人等の押印する印鑑は実印とし、印鑑登録証明書を添付すること。 

※ 別紙の様式による本人・連帯保証人等状況書を添付すること。 
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（別紙） 

本人・連帯保証人等状況書 

本人 

ふ り が な 

氏 名 
 生年月日 年  月  日 

本 籍  

住 所 
〒 

電話番号 
自宅 携帯 

勤 務 先 

名称（自営業の場合は職業） 電話番号 

所在地 〒 

 

連帯保証人 

ふ り が な 

氏 名 
 

生 年 月 日 年  月  日 

本人との続柄  

本 籍  

住 所 
〒 

電話番号 
自宅 携帯 

勤 務 先 

名称（自営業の場合は職業） 電話番号 

所在地 〒 

 

保証人 

ふ り が な 

氏 名 
 

生 年 月 日 年  月  日 

本人との関係  

本 籍  

住 所 
〒 

電話番号 
自宅 携帯 

勤 務 先 

名称（自営業の場合は職業） 電話番号 

所在地 〒 
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第９号様式（第９条関係）

 

  奨 学 金 償 還 計 画 書 

本人氏名  

決定番号  

生年月日 年  月  日 

借 用 し て い た 期 間 の 

学校・学部・学科の名称 
 

借用月額 

及び期間 

円 年   月から     年   月まで 

円 年   月から     年   月まで 

借用総額             円 

償還年数             年 

償還方法 

□ 月賦  毎月払                 円 

□ 半年賦 毎年２回払               円 

□ 年賦  毎年１回払               円 
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別記第12号様式中 
「    年度奨学生 決定番号   第   号 

在学校 
氏 名                  」

を 

「大学名・学年 

奨学生氏名                 」 
に改める。 

別記第13号様式から別記第15号様式までを次のように改める。 
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第13号様式（第11条関係）

 

奉仕活動報告書 

奨学生氏名  

大学名・学年  

活動日時  

活動場所  

活動内容 

 

校長所見 

 

 

 

 

 

 

                   年   月   日 

                         学校長           印 
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第14号様式（第11条、第14条関係）

 

第      号 

                                   年  月  日 

 

         様 

 

                             八戸市教育委員会 

                             教育長         印 

 

 

 

奨学金償還免除決定通知書 

 

 

このことについて、下記のとおり奨学金の償還を免除することに決定しましたので通知しま

す。 

 

 

                     記 

 

 

１ 償 還 免除 の理由 

 

２ 貸与月額及び期間            円    年  月から   年  月まで 

 

３ 貸 与 総 額            円 

 

４ 償 還 済 額            円 

 

５ 償 還 免 除 金 額            円
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第15号様式（第13条関係）

  奨 学 金 償 還 猶 予 申 請 書 

本 人 氏 名  決定番号  

借 用 し て い た 期 間 の 

学校・学部・学科の名称 
 

猶予申請理由 
□ 進学したため ⇒ 進学校名： 

□ その他： 

猶 予 期 間         年    月から         年    月まで 

借 用 月 額 

及 び 期 間 
円 年   月 から     年   月まで 

借 用 総 額              円 

償 還 済 額              円 

償 還 未 済 額              円 

 
上のとおり、奨学金の償還の猶予を申請します。 

年   月   日 

（あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

本   人 住所 

 

 

氏名（署名） 

 

 

連帯保証人 住所 

 

 

氏名（署名）                   

 

 

保 証 人 住所 

 

 

氏名（署名）                   

 

 

※ 連帯保証人及び保証人の押印する印鑑は実印とし、印鑑登録証明書を添付すること。ただし、

奨学金借用証書兼同意書の提出と同時に申請する場合は、印鑑登録証明書の添付は不要とする。
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別記第16号様式中「償 還 総 額」を「貸 与 総 額」に改める。 

別記第17号様式から別記第20号様式までを次のように改める。  

- 18 -



 
 

第17号様式（第14条関係）

 

  奨 学 金 償 還 免 除 申 請 書 

本 人 氏 名  

免除申請理由  

借 用 月 額 

及 び 期 間 
円 年   月 から     年   月まで 

借 用 総 額 円 

償 還 済 額 円 

免 除 申 請 額 円 

 

上のとおり、奨学金の償還の免除を申請します。 

年   月   日 

（あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

      連帯保証人若しくは保証人又は遺族 

 

住所 

 

氏名（署名）                    

 

 

 

 

 

 

 

※ 申請者が連帯保証人又は保証人である場合は、押印する印鑑は実印とし、印鑑登録証明書を 

添付すること。
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第18号様式（第15条関係）

 

  奨 学 金 貸 与 ・ 給 付 期 間 延 長 申 請 書 

奨 学 生 氏 名  

学校・学部・学科の名称                           第   学年 

延 長 申 請 理 由  

現在の貸与・給付終期 年    月 

延長後の貸与・給付終期 年    月 

卒 業 予 定 年 月 年    月 

 

上のとおり、奨学金の貸与・給付期間の延長を申請します。 

年   月   日 

（あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

 

本   人 住所 

 

氏名 

 

 

連帯保証人 住所 

 

氏名 

 

 

保 証 人 住所 

 

氏名 

  

- 20 -



 
 

第19号様式（第15条関係）

 

  奨 学 金 貸 与 ・ 給 付 辞 退 申 請 書 

奨 学 生 氏 名  

学 校 名 ・ 学 年  

辞 退 申 請 理 由  

辞 退 期 日 年    月    日 

現在の奨学金月額           円 

 

上のとおり、奨学金の貸与・給付の辞退を申請します。 

年   月   日 

（あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

本   人 住所 

 

氏名 

 

 

連帯保証人 住所 

 

氏名 

 

 

保 証 人 住所 

 

氏名
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第20号様式（第15条関係）

 

  奨 学 金 貸 与 ・ 給 付 復 活 申 請 書 

奨 学 生 氏 名  

学校・学部・学科の名称                           第   学年 

復 活 申 請 理 由  

復 活 希 望 期 日 年    月    日 

停 止 期 間 年    月から       年    月まで 

停止前の貸与・給付終期 年    月 

希 望 貸 与 ・ 給 付 終 期 年    月 

卒 業 予 定 年 月 年    月 

 

上のとおり、奨学金の貸与・給付の復活を申請します。 

年   月   日 

（あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

本   人 住所 

 

 

氏名 

 

 

連帯保証人 住所 

 

 

氏名 

 

 

保 証 人 住所 

 

 

氏名
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別記第23号様式中 

「   

 

届出    年  月  日  

 

学校    学部    科 第  学年  

 

年度奨学生 決定番号    第   号  

 

本人氏名           

 を 

  」 

「   

 

届出    年  月  日  

 

               学校名・学年 

 

               奨学生氏名 

 

 

 に 

  」 

改める。 

別記第24号様式中 

「   

 

休 学 期 間 

年   月   日から

年   月   日まで
   年   月 

 を 

 

卒業予定期日 

 

 

年   月   日卒業予定 

  」 

「   

 

休 学 期 間 

 

年   月   日から      年   月   日まで 

 に、 

 

卒業予定年月 

 

 

   年    月 

  」 
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「   

 

届出    年  月  日  

 

学校   学部    科 第  学年  

 

年度奨学生 決定番号    第   号  

 

本人氏名           

 を 

  」 

「   

 

届出    年  月  日  

 

               学校名・学年 

 

               奨学生氏名 

 

 

 に 

  」 

改める。 

別記第25号様式中 

「   

 変更理由  
 

 採用年度 年度 決定区分 高校・大学・専修 決定番号 第    号 

 

届出        年   月   日 

 

ふ り が な 

奨学生氏名 

 

  」 

 を 

「   

 変更理由   

 

届出        年   月   日 

 

 

奨学生氏名 

 

  」 
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に改める。 

別記第26号様式中 

「   

 学校    学部    科 第  学年  を 

  」 

「   

 
学校名・学年 

 
 に、 

  」 

「年度奨学生 決定番号  第  号 

本人氏名            」
を 

「 

 奨学生氏名            」
に改める。 

別記第28号様式を次のように改める。  
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第28号様式（第17条関係）

 
連帯保証人等変更届 兼 同意書 

奨 学 生 本 人 氏 名 

（又は奨学生であった者） 
 

 

連帯保証人 ・ 保証人 

旧 

氏 名  本人との関係  

 

新 

ふ り が な 

氏 名 
 

生 年 月 日 年  月  日 

本人との関係  

本 籍  

住 所 
〒 

電話番号 
自宅 携帯 

勤 務 先 

名称（自営業の場合は職業） 電話番号 

所在地 〒 

変更理由  

 

年   月   日 

（あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

１ 奨学生又は奨学生であった者が貸与又は給付を受けた奨学金について、八戸市奨学金条例及び

同条例施行規則に従い、その責務を果たすことを誓約します。 

２ 同条例施行規則第３条第１項に規定する市内居住者であることを確認するため、八戸市が保有

する公簿を教育委員会が閲覧すること及び連絡が取れない場合に教育委員会が住所等を調査する

ことに同意します。 

３ 期限までに償還しない場合は、勤務先、資産、収入等について、教育委員会が官公庁、金融機

関等の関係する団体、法人又は個人に対し調査等を行い、当該調査等の依頼を受けた者がこれに

回答することに同意します。 

 

 

連帯保証人（保証人）氏名（署名）                 ○印  

 

 

※ 押印する印鑑は実印とし、印鑑登録証明書を添付すること。
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第２条 八戸市奨学金条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第３号中「保証人承諾書」を「連帯保証人承諾書兼同意書」に改める。 

第３条の見出し中「等」を削り、同条第１項中「連帯保証人」の次に「（一般奨学金又は

第１種特別奨学金に係る奨学生にあっては、連帯保証人のうち１人）」を加え、同条第２項

中「保証人は」を「一般奨学金又は第１種特別奨学金に係る奨学生の連帯保証人のうち、前

項に規定する連帯保証人以外の連帯保証人は、」に改め、「連帯保証人と共に」を削る。 

第８条第５項中「並びに当該採用予約者を推薦した学校」を削る。 

第９条第１項中「連帯保証人及び保証人と連署した」を削り、同条第２項中「連帯保証人

及び保証人と連署した」を削り、「添えて」の次に「、指定する期限までに」を加え、同項

に次のただし書を加える。 

ただし、当該期限までに奨学金の全額を償還したときは、この限りでない。 

第11条第１項第２号を次のように改める。 

  在学期間中に年１回、市内の中学校等で進路学習等に資する奉仕活動を行い、奉仕活

動報告書（別記第13号様式）を教育委員会に提出すること。 

第11条第１項に次の１号を加える。 

  学校を卒業すること。ただし、奨学生が病気その他特別の理由により退学し、又は奨

学金の貸与を辞退したときは、この限りでない。 

第13条第１項中「連帯保証人及び保証人と連署した」を削る。 

第16条の見出し中「等」を削り、同条中「若しくは保証人（以下「連帯保証人等」とい

う。）」を削り、「連帯保証人等に」を「連帯保証人に」に、「連帯保証人等と」を「連帯

保証人と」に、「連帯保証人等を」を「連帯保証人を」に改める。 

第17条の見出し中「届出」の次に「等」を加え、同条第１項第５号を次のように改める。 

  連帯保証人を変更するとき 連帯保証人変更届兼同意書（別記第27号様式）  

第17条第１項第６号を削り、同条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 奨学生又は奨学生であった者は、本人又は連帯保証人の住所、氏名その他教育委員会に

届け出た事項に異動があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。 

３ 教育委員会は、毎年度、奨学生の進級状況等について調査を行うものとする。 

第19条中「奨学生原簿（別記第29号様式）」を「帳簿」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 教育委員会は、前項の規定による帳簿の備付けを電磁的記録に係る記録媒体により行う

ことができる。 

別記第１号様式から別記第４号様式までを次のように改める。 
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別記 

第１号様式（第２条関係） 

奨 学 生 採 用 申 請 書 

奨 学 金 

の 種 類 

※ 次のいずれかにチェック 

□ 一般奨学金 
□ 在学枠 □ 予約枠 

□ 第１種特別奨学金 □ 第２種特別奨学金 

学校区分 

※ 一般奨学金又は第２種特別奨学金を希望する場合は、次のいずれかにチェック 

□ 高等学校   □ 高等専門学校（１～３年）  □ 高等専門学校（４・５年、専攻科） 
□ 短期大学   □ 大学   □ 専修学校（一般奨学金の在学枠のみ） 

ふりがな 

本人氏名 
 生年月日 年   月   日 

住 所 

〒 

 

在 学 校 

（学校・学部・学科の名称） ※ 既に卒業した場合は記入不要 

第   学年 

入学            年   月 卒業予定          年   月 

申請理由 

 

進学希望校 ※ 一般奨学金の在学枠の場合は記入不要  

 

年   月   日 

（あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

 上のとおり、八戸市奨学生への志願を申請します。 

 また、八戸市奨学金条例第４条第１項第１号に該当する者であることを確認するため、八戸市が

保有する公簿を教育委員会が閲覧することに同意します。 

 

本人氏名（署名） 

 

保護者氏名（署名）

- 28 -



 
 

第２号様式（第２条関係） 

奨 学 生 推 薦 書 

本 人 氏 名  

学校・学部・
学 科 の 名 称 

 

卒業（予定）
年 月 

          年   月   □卒業予定  □卒業 

推薦所見 

 

※ 在学校が大学又は専修学校の場合のみ記入 

１ 本人が所属する学部・学科における授業料（年額） 円 

２ １の授業料のうち免除額 円 

３ 本人が今年度に納める予定の授業料 円 

  

年   月   日 

（あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

               学校名 

 

               学校（学部）長                 印 

 

 

（添付書類） ・第２学年以上の者は在学校の成績証明書 

       ・第１学年の者及び既卒者は前在学校の成績証明書
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第３号様式（第２条関係） 

家 庭 状 況 書 
 
１ 世帯の状況  生計を共にする者を記入してください。 

続柄 氏 名 年齢 同居・別居 
勤務先（自営業の場合は職業） 
就学者は学校名・学年 

本人   同 ・ 別  

   同 ・ 別  

   同 ・ 別  

   同 ・ 別  

   同 ・ 別  

   同 ・ 別  

   同 ・ 別  

   同 ・ 別  

   同 ・ 別  

 
（該当する場合はチェック）  □ ひとり親世帯  □ 身体障がい者がいる世帯 
 
（添付書類）長期療養、身体障がい、災害又は盗難に該当する場合は、その状況を証する書類 
 
２ 自宅の電話番号 

自宅  

 
３ 本人及び保護者の携帯電話番号 

続柄 携帯電話番号 

本人  
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第４号様式（第２条関係） 

連帯保証人承諾書 兼 同意書 

申請者本人氏名  

連帯保証人 

ふりがな 

氏 名 
 

生年月日      年   月   日 

本人との続柄 

住  所 

〒 

電話番号 自宅 携帯 

勤 務 先 

名称（自営業の場合は職業） 電話番号 

所在地 〒 

連帯保証人（第２種特別奨学金のみ申請する場合は不要） 

ふりがな 

氏 名 
 

生年月日      年   月   日 

本人との関係 

住  所 

〒 

電話番号 自宅 携帯 

勤 務 先 

名称（自営業の場合は職業） 電話番号 

所在地 〒 

 

年    月    日 

（あて先）八戸市教育委員会教育長 

上のとおり承諾します。 

 また、八戸市奨学金条例施行規則第３条第１項に規定する市内居住者であることを確認するため、

八戸市が保有する公簿を教育委員会が閲覧することに同意します。 

 

                連帯保証人氏名（署名） 

 

連帯保証人氏名（署名） 
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 「   「    

別記第４号様式の２中  
奨 学 金 

区 分 
 を 

 奨 学 金 

の 種 類 

 

に改める。 

   」   」  

別記第７号様式中「連帯保証人等（連帯保証人及び保証人をいいます。以下同じ。）」を

「連帯保証人」に、「連帯保証人等と」を「連帯保証人と」に、「連帯保証人等の」を「連

帯保証人の」に、「保 証 人 住所」を「連帯保証人 住所」に、「本人・連帯保証人等 

 「   「    

状況書」を「本人・連帯保証人状況書」に、

 保証人 

 を 

 連帯保証人  

に改める。
 

ふ り が な 

氏 名 
 

ふ り が な 

氏 名 

 

   」   」 

別記第８号様式中「連帯保証人等（連帯保証人及び保証人をいいます。以下同じ。）」を

「連帯保証人」に、「連帯保証人等の」を「連帯保証人の」に、「保 証 人 住所」を

「連帯保証人 住所」に、「本人・連帯保証人等状況書」を「本人・連帯保証人状況書」に、 

「   「    

 保証人 

 を 

 連帯保証人  

に改める。
 

ふ り が な 

氏 名 
 

ふ り が な 

氏 名 

 

  」   」 

別記第15号様式中「保 証 人 住所」を「連帯保証人 住所」に改め、「及び保証人」

を削る。 

別記第17号様式中「若しくは保証人」及び「又は保証人」を削る。 

別記第18号様式から別記第20号様式までの規定中「保 証 人 住所」を 

「連帯保証人 住所」に改める。 

別記第27号様式を削る。 

別記第28号様式中「連帯保証人等変更届 兼 同意書」を「連帯保証人変更届 兼 同意書」

に改め、「・ 保証人」及び「（保証人）」を削り、同様式を別記第27号様式とする。 

別記第29号様式を削る。 

 

附 則 

 この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和４年４月１日から施行する。 
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(
 
1
/2

3
 )
 

八
戸

市
奨

学
金

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

新
旧

対
照

表
（

第
１

条
関

係
）

 

 

改
正
後
 

改
正
前
 

 
（
誓
約
書
及
び
借
用
証
書
）
 

 
（
誓
約
書
及
び
借
用
証
書
）
 

第
９
条
 
奨
学
生
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
速
や
か
に
、
連
帯
保
証
人
及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
誓
約
書

兼
同
意
書
（
別
記
第
７
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
９
条
 
奨
学
生
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
速
や
か
に
、
連
帯
保
証
人
及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
誓
約
書

（
別
記
第
７
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
奨
学
生
は
、
条
例
第
11
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
第
12
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
奨
学
金

の
償
還
の
義
務
が
生
じ
た
と
き
は
、
連
帯
保
証
人
及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
奨
学
金
借
用
証
書
兼
同

意
書
（
別
記
第
８
号
様
式
）
に
奨
学
金
償
還
計
画
書
（
別
記
第
９
号
様
式
）
を
添
え
て
教
育
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
奨
学
生
は
、
条
例
第
11
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
第
12
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
奨
学
金

の
償
還
の
義
務
が
生
じ
た
と
き
は
、
連
帯
保
証
人
及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
奨
学
金
借
用
証
書
（
別

記
第
８
号
様
式
）
に
奨
学
金
償
還
明
細
書
（
別
記
第
９
号
様
式
）
を
添
え
て
教
育
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

 

３
・
４
 
（
略
）
 

 

 
（
異
動
そ
の
他
の
届
出
）
 

（
異
動
そ
の
他
の
届
出
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

(１
)～

(５
) 

（
略
）
 

(１
)～

(５
) 

（
略
）
 

(６
) 

連
帯
保
証
人
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
 
連
帯
保
証
人
等
変
更
届
兼
同
意
書
（
別
記
第
28
号

様
式
）
 

 

(６
) 

連
帯
保
証
人
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
 
保
証
人
変
更
届
（
別
記
第
28
号
様
式
）
 

 

２
 
（
略
）
 

             

２
 
（
略
）
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(
 
2
/2

3
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
５
号
様
式
（
第
７
条
、
第
８
条
関
係
）
 

第
５
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）
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(
 
3
/2

3
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
６
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
 

第
６
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
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(
 
4
/2

3
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
７
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

第
７
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
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(
 
5
/2

3
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
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(
 
6
/2

3
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
８
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

第
８
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
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(
 
7
/2

3
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
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(
 
8
/2

3
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
９
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

第
９
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
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(
 
9
/2

3
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
12
号
様
式
（
第
11
条
関
係
）
 

第
12
号
様
式
（
第
11
条
関
係
）
 

 

 

 

 

- 41 -



(
 
1
0/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
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(
 
1
1/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
13
号
様
式
（
第
11
条
関
係
）
 

第
13
号
様
式
（
第
11
条
関
係
）
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(
 
1
2/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
14
号
様
式
（
第
11
条
、
第
14
条
関
係
）
 

第
14
号
様
式
（
第
11
条
関
係
）
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(
 
1
3/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
15
号
様
式
（
第
13
条
関
係
）
 

第
15
号
様
式
（
第
13
条
関
係
）
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(
 
1
4/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
16
号
様
式
（
第
13
条
関
係
）
 

第
16
号
様
式
（
第
13
条
関
係
）
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(
 
1
5/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
17
号
様
式
（
第
14
条
関
係
）
 

第
17
号
様
式
（
第
14
条
関
係
）
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(
 
1
6/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
18
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

第
18
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
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(
 
1
7/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
19
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

第
19
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
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(
 
1
8/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
20
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

第
20
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

 

 
 

 

- 50 -



(
 
1
9/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
23
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

第
23
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

 

   

 

  

- 51 -



(
 
2
0/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
24
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

第
24
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

 

  

 

  

- 52 -



(
 
2
1/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
25
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

第
25
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

 

   

 

   

- 53 -



(
 
2
2/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
26
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

第
26
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

 

 

 

 

- 54 -



(
 
2
3/

2
3 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
28
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

第
28
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

 
 

 

- 55 -



 

(
 
1
/2

2
 )
 

八
戸

市
奨

学
金

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

新
旧

対
照

表
（

第
２

条
関

係
）

 

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
奨
学
生
の
申
請
手
続
）
 

（
奨
学
生
の
申
請
手
続
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(３
) 

連
帯
保
証
人
承
諾
書
兼
同
意
書
（
別
記
第
４
号
様
式
）
 

(３
) 

保
証
人
承
諾
書
（
別
記
第
４
号
様
式
）
 

 
(４

) 
（
略
）
 

(４
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
連
帯
保
証
人
の
資
格
）
 

（
連
帯
保
証
人
等
の
資
格
）
 

第
３
条
 
連
帯
保
証
人
（
一
般
奨
学
金
又
は
第
１
種
特
別
奨
学
金
に
係
る
奨
学
生
に
あ
っ
て
は
、
連
帯

保
証
人
の
う
ち
１
人
）
は
、
本
人
の
父
母
、
兄
姉
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
者
（
本
市
の
住
民
基
本
台
帳

に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
（
以
下
「
市
内
居
住
者
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
で
奨
学
金
の
償
還
の
責

め
を
負
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
３
条
 
連
帯
保
証
人
は
、
本
人
の
父
母
、
兄
姉
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
者
（
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

記
録
さ
れ
て
い
る
者
（
以
下
「
市
内
居
住
者
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
で
奨
学
金
の
償
還
の
責
め

を
負
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
一
般
奨
学
金
又
は
第
１
種
特
別
奨
学
金
に
係
る
奨
学
生
の
連
帯
保
証
人
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す

る
連
帯
保
証
人
以
外
の
連
帯
保
証
人
は
、
独
立
の
生
計
を
営
む
者
（
市
内
居
住
者
に
限
る
。
）
で
奨

学
金
の
償
還
の
責
め
を
負
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
独
立
の
生
計

を
営
む
者
で
奨
学
金
の
償
還
の
責
め
を
負
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
う
ち
に
市
内
居
住
者
が
い
な
い

場
合
に
限
り
、
本
市
以
外
の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 

２
 
保
証
人
は
独
立
の
生
計
を
営
む
者
（
市
内
居
住
者
に
限
る
。
）
で
連
帯
保
証
人
と
共
に
奨
学
金
の

償
還
の
責
め
を
負
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
独
立
の
生
計
を
営
む

者
で
連
帯
保
証
人
と
共
に
奨
学
金
の
償
還
の
責
め
を
負
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
う
ち
に
市
内
居
住

者
が
い
な
い
場
合
に
限
り
、
本
市
以
外
の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
奨
学
生
採
用
の
予
約
）
 

（
奨
学
生
採
用
の
予
約
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
を
証
す
る
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
奨
学
生

の
採
用
を
決
定
す
る
も
の
と
し
、
奨
学
生
採
用
決
定
通
知
書
に
よ
り
当
該
採
用
予
約
者
及
び
当
該
採

用
予
約
者
が
進
学
し
た
学
校
の
校
長
又
は
学
部
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

５
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
を
証
す
る
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
奨
学
生

の
採
用
を
決
定
す
る
も
の
と
し
、
奨
学
生
採
用
決
定
通
知
書
に
よ
り
当
該
採
用
予
約
者
並
び
に
当
該

採
用
予
約
者
を
推
薦
し
た
学
校
及
び
当
該
採
用
予
約
者
が
進
学
し
た
学
校
の
校
長
又
は
学
部
長
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

６
 
（
略
）
 

 

６
 
（
略
）
 

 

 
（
誓
約
書
及
び
借
用
証
書
）
 

 
（
誓
約
書
及
び
借
用
証
書
）
 

第
９
条
 
奨
学
生
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
速
や
か
に
、
誓
約
書
兼
同
意
書
（
別
記
第
７
号
様
式
）
を
教

第
９
条
 
奨
学
生
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
速
や
か
に
、
連
帯
保
証
人
及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
誓
約
書

- 56 -



 

(
 
2
/2

2
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

兼
同
意
書
（
別
記
第
７
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
奨
学
生
は
、
条
例
第
11
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
第
12
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
奨
学
金

の
償
還
の
義
務
が
生
じ
た
と
き
は
、
奨
学
金
借
用
証
書
兼
同
意
書
（
別
記
第
８
号
様
式
）
に
奨
学
金

償
還
計
画
書
（
別
記
第
９
号
様
式
）
を
添
え
て
、
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
ま
で
に
奨
学
金
の
全
額
を
償
還
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

２
 
奨
学
生
は
、
条
例
第
11
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
第
12
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
奨
学
金

の
償
還
の
義
務
が
生
じ
た
と
き
は
、
連
帯
保
証
人
及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
奨
学
金
借
用
証
書
兼
同

意
書
（
別
記
第
８
号
様
式
）
に
奨
学
金
償
還
計
画
書
（
別
記
第
９
号
様
式
）
を
添
え
て
教
育
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

 

３
・
４
 
（
略
）
 

 

（
第
１
種
特
別
奨
学
金
の
当
然
免
除
要
件
）
 

（
第
１
種
特
別
奨
学
金
の
当
然
免
除
要
件
）
 

第
11
条
 
条
例
第
10
条
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と

と
す
る
。
 

第
11
条
 
条
例
第
10
条
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ

と
と
す
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
  

(２
) 

在
学
期
間
中
に
年
１
回
、
市
内
の
中
学
校
等
で
進
路
学
習
等
に
資
す
る
奉
仕
活
動
を
行
い
、

奉
仕
活
動
報
告
書
（
別
記
第
13
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
。
 

(２
) 

在
学
期
間
中
に
年
１
回
、
奉
仕
活
動
報
告
書
（
別
記
第
13
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出

し
、
市
内
の
中
学
校
で
講
話
等
の
奉
仕
活
動
を
行
う
こ
と
。
 

(３
) 

学
校
を
卒
業
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
奨
学
生
が
病
気
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
よ
り
退
学
し
、

又
は
奨
学
金
の
貸
与
を
辞
退
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

 
（
奨
学
金
償
還
の
猶
予
）
 

 
（
奨
学
金
償
還
の
猶
予
）
 

第
13
条
 
条
例
第
13
条
の
規
定
に
よ
り
奨
学
金
の
償
還
の
猶
予
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
奨
学

金
償
還
猶
予
申
請
書
（
別
記
第
15
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
13
条
 
条
例
第
13
条
の
規
定
に
よ
り
奨
学
金
の
償
還
の
猶
予
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
連
帯

保
証
人
及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
奨
学
金
償
還
猶
予
申
請
書
（
別
記
第
15
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
連
帯
保
証
人
の
変
更
）
 

（
連
帯
保
証
人
等
の
変
更
）
 

第
16
条
 
奨
学
生
又
は
奨
学
生
で
あ
っ
た
者
は
、
連
帯
保
証
人
が
死
亡
し
た
と
き
、
又
は
連
帯
保
証
人

に
破
産
手
続
開
始
の
決
定
そ
の
他
連
帯
保
証
人
と
し
て
適
当
で
な
い
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
新
た

に
連
帯
保
証
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
16
条
 
奨
学
生
又
は
奨
学
生
で
あ
っ
た
者
は
、
連
帯
保
証
人
若
し
く
は
保
証
人
（
以
下
「
連
帯
保
証

人
等
」
と
い
う
。
）
が
死
亡
し
た
と
き
、
又
は
連
帯
保
証
人
等
に
破
産
手
続
開
始
の
決
定
そ
の
他
連

帯
保
証
人
等
と
し
て
適
当
で
な
い
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
新
た
に
連
帯
保
証
人
等
を
立
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

 
（
異
動
そ
の
他
の
届
出
等
）
 

（
異
動
そ
の
他
の
届
出
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

- 57 -



 

(
 
3
/2

2
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

 
(５

) 
本
人
又
は
連
帯
保
証
人
等
の
住
所
又
は
氏
名
に
異
動
が
あ
っ
た
と
き
 
奨
学
生
・
保
証
人
住

所
氏
名
異
動
届
（
別
記
第
27
号
様
式
）
 

(５
) 

連
帯
保
証
人
を
変
更
す
る
と
き
 
連
帯
保
証
人
変
更
届
兼
同
意
書
（
別
記
第
27
号
様
式
）
 

(６
) 

連
帯
保
証
人
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
 
連
帯
保
証
人
等
変
更
届
兼
同
意
書
（
別
記
第
28
号

様
式
）
 

２
 
奨
学
生
又
は
奨
学
生
で
あ
っ
た
者
は
、
本
人
又
は
連
帯
保
証
人
の
住
所
、
氏
名
そ
の
他
教
育
委
員

会
に
届
け
出
た
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
奨
学
生
は
、
毎
学
年
末
に
、
学
業
成
績
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
教
育
委
員
会
は
、
毎
年
度
、
奨
学
生
の
進
級
状
況
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

３
 
奨
学
生
が
前
２
項
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
在
学
す
る
学
校
の
校
長
又
は
学
部
長
を
経
由
す
る
も

の
と
す
る
。
 

 

 
（
帳
簿
）
 

 
（
帳
簿
）
 

第
19
条
 
奨
学
金
の
貸
与
及
び
給
付
の
状
況
を
明
確
に
し
て
お
く
た
め
、
教
育
委
員
会
事
務
局
に
帳
簿

を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
19
条
 
奨
学
金
の
貸
与
及
び
給
付
の
状
況
を
明
確
に
し
て
お
く
た
め
、
教
育
委
員
会
事
務
局
に
奨
学

生
原
簿
（
別
記
第
29
号
様
式
）
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け
を
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

 

- 58 -



 

(
 
4
/2

2
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

 

 

 

 

- 59 -



 

(
 
5
/2

2
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

 

 

  

- 60 -



 

(
 
6
/2

2
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
２
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

第
２
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

 

 

 

 

- 61 -



 

(
 
7
/2

2
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

 

 

- 62 -



 

(
 
8
/2

2
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
３
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

第
３
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

 
 

- 63 -



 

(
 
9
/2

2
 )
 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
４
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

第
４
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

 
 

- 64 -



 

(
 
1
0/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
４
号
様
式
の
２
（
第
２
条
関
係
）
 

第
４
号
様
式
の
２
（
第
２
条
関
係
）
 

 

 

 

- 65 -



 

(
 
1
1/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
７
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

第
７
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

 

 

 

    

- 66 -



 

(
 
1
2/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

 

  

 

 

- 67 -



 

(
 
1
3/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
８
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

第
８
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
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(
 
1
4/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

 

  

 

 

- 69 -



 

(
 
1
5/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
15
号
様
式
（
第
13
条
関
係
）
 

第
15
号
様
式
（
第
13
条
関
係
）
 

 

 

 

 

- 70 -



 

(
 
1
6/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
17
号
様
式
（
第
14
条
関
係
）
 

第
17
号
様
式
（
第
14
条
関
係
）
 

 

 

 

  

- 71 -



 

(
 
1
7/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
18
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

第
18
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

 

  

 

  

- 72 -



 

(
 
1
8/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
19
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

第
19
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

 

  

 

  

- 73 -



 

(
 
1
9/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
20
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

第
20
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

 

  

 

  

- 74 -



 

(
 
2
0/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

 
第
27
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

（
削
除
）
 

 

   

- 75 -



 

(
 
2
1/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
27
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

第
28
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

 

 

 

 

- 76 -



 

(
 
2
2/

2
2 

) 

改
正
後
 

改
正
前
 

 
第
29
号
様
式
（
第
19
条
関
係
）
 

（
削
除
）
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議案第９号 

 

八戸市スクールタクシーの運行及び利用に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

八戸市スクールタクシーの運行及び利用に関する規則の一部を改正する規則を別紙のとおり

制定する。 

 

令和４年３月25日 提出 

 

八戸市教育委員会 

教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  南郷スクールバスの事業内容の見直しに伴い、利用者の範囲を改めるものである。 

  

- 79 -



八戸市スクールタクシーの運行及び利用に関する規則の一部を改正する規則 

 

八戸市スクールタクシーの運行及び利用に関する規則（平成27年八戸市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第４号中「田代地区」の次に「、頃巻沢地区及び不習地区」を加える。 

 

   附 則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行

する。 

２ この規則による改正後の八戸市スクールタクシーの運行及び利用に関する規則第３条第４

号に掲げる者に係る同規則第４条第１項の規定による利用の届出並びに同規則第５条第１項

及び第３項の規定による利用計画の提出は、この規則の施行の日前においても行うことがで

きる。 
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(
 
1
/1

 
) 

八
戸

市
ス

ク
ー

ル
タ

ク
シ

ー
の

運
行

及
び

利
用

に
関

す
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

新
旧

対
照

表
 

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
利
用
者
の
範
囲
）
 

第
３
条
 
ス
ク
ー
ル
タ
ク
シ
ー
を
利
用
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
 

(1
) 
～
 (
3)
 
（
略
）
 

(4
) 

田
代
地
区
、
頃
巻
沢
地
区
及
び
不
習
地
区
か
ら
島
守
小
学
校
及
び
島
守
中
学
校
へ
通
学
す
る

児
童
及
び
生
徒
 

（
利
用
者
の
範
囲
）
 

第
３
条
 
ス
ク
ー
ル
タ
ク
シ
ー
を
利
用
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
 

(1
) 
～
 (
3)
 
（
略
）
 

(4
) 

田
代
地
区
か
ら
島
守
小
学
校
及
び
島
守
中
学
校
へ
通
学
す
る
児
童
及
び
生
徒
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議案第10号 

 

八戸市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

八戸市公民館条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

 

令和４年３月25日 提出 

 

八戸市教育委員会 

教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  八戸市公民館の使用料の減免事由及び減免額について規定の整備をするためのものである。 
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八戸市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

八戸市公民館条例施行規則（昭和52年八戸市教育委員会規則第８号）の一部を次のように改

正する。 

第14条第１項第１号に次のように加える。 

オ その他教育委員会が特に必要があると認めるとき 教育委員会が定める額 

 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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(
 
1
/1

 
) 

八
戸

市
公

民
館

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

新
旧

対
照

表
 

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
使
用
料
の
減
免
）
 

（
使
用
料
の
減
免
）
 

第
14
条
 
条
例
第
12
条
の
規
定
に
よ
り
減
免
す
る
使
用
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
14
条
 
条
例
第
12
条
の
規
定
に
よ
り
減
免
す
る
使
用
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(１
) 

八
戸
市
公
民
館
 

(１
) 

八
戸
市
公
民
館
 

ア
～
エ
 
（
略
）
 

ア
～
エ
 
（
略
）
 

オ
 
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
 
教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

（
略
）
 

(２
) 

（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

２
・
３
 
（
略
）
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議案第11号 

 

八戸市少年指導員及び少年相談員に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

八戸市少年指導員及び少年相談員に関する規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定す

る。 

 

  令和４年３月25日 提出 

 

八戸市教育委員会 

教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  少年指導員及び少年相談員の定数等について見直しをするとともに、任期に係る規定の整

備をするためのものである。 
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八戸市少年指導員及び少年相談員に関する規則の一部を改正する規則 

 

八戸市少年指導員及び少年相談員に関する規則（昭和56年八戸市教育委員会規則第８号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中「は非常勤とし、その」を「の」に、「150人」を「100人」に改める。 

第３条第１項中「指導員等」を「指導員」に改め、「２年」の次に「以内」を加え、同条第

３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条中第２項を第３項とし、

第１項の次に次の１項を加える。 

２ 相談員の任期は、１年以内とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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(
 
1
/1

 
) 

八
戸

市
少

年
指

導
員

及
び

少
年

相
談

員
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
新

旧
対

照
表

 

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
定
数
）
 

（
定
数
）
 

第
２
条
 
指
導
員
及
び
相
談
員
（
以
下
「
指
導
員
等
」
と
い
う
。
）
の
定
数
は
、
指
導
員
に
あ
っ
て
は

10
0人

以
内
、
相
談
員
に
あ
っ
て
は
若
干
名
と
す
る
。
 

 

第
２
条
 
指
導
員
及
び
相
談
員
（
以
下
「
指
導
員
等
」
と
い
う
。
）
は
非
常
勤
と
し
、
そ
の
定
数
は
、

指
導
員
に
あ
っ
て
は
15
0人

以
内
、
相
談
員
に
あ
っ
て
は
若
干
名
と
す
る
。
 

 

（
任
期
）
 

（
任
期
）
 

第
３
条
 
指
導
員
の
任
期
は
、
２
年
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
指
導
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。
 

第
３
条
 
指
導
員
等
の
任
期
は
、
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
指
導
員
等
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。
 

２
 
相
談
員
の
任
期
は
、
１
年
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
相
談
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

３
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

４
 
前
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
戸
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が

特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
任
期
中
に
お
い
て
も
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

３
 
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
戸
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が

特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
任
期
中
に
お
い
て
も
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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議案第12号 

 

地方自治法第180条の２の規定に基づく協議について 

別紙のとおり市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を改正するこ

とについて同意するものとする。 

 

令和４年３月25日 提出 

 

八戸市教育委員会 

教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を改正することについて

の八戸市長からの協議に対し、八戸市教育委員会として同意する旨の回答をするためのもの

である。 
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   市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を改正する規則 

 

 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則（昭和54年八戸市規則第13号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条中第９号を第10号とし、第３号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次

の１号を加える。 

  報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費並びに旅費

に係る支出負担行為を決定すること。 

 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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(
 
1
/1

 
) 

市
長

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

委
任

及
び

補
助

執
行

に
関

す
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

新
旧

対
照

表
 

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
教
育
長
に
委
任
す
る
事
務
）
 

（
教
育
長
に
委
任
す
る
事
務
）
 

第
３
条
 
教
育
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。
 

第
３
条
 
教
育
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(３
) 

報
酬
、
給
料
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
、
災
害
補
償
費
、
恩
給
及
び
退
職
年
金
、
報
償
費
並

び
に
旅
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
を
決
定
す
る
こ
と
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(４
) 

（
略
）
 

(３
) 

（
略
）
 

(５
) 

（
略
）
 

(４
) 

（
略
）
 

(６
) 

（
略
）
 

(５
) 

（
略
）
 

(７
) 

（
略
）
 

(６
) 

（
略
）
 

(８
) 

（
略
）
 

(７
) 

（
略
）
 

(９
) 

（
略
）
 

(８
) 

（
略
）
 

(1
0)
 
（
略
）
 

 

(９
) 

（
略
）
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議案第13号 

 

   八戸市立図書館長の任命について 

 八戸市立図書館長に別紙の者を任命する。 

 

  令和４年３月25日 提出 

 

                    八戸市教育委員会 

                     教育長  伊 藤  博 章 

 

 

理 由 

  八戸市立図書館長を任命するためのものである。 

  

- 95 -



 

氏  名 野田
の だ

 祐子
ゆうこ

 

 

   任期は、令和４年４月１日から令和５年３月31日までとする。 
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